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された。今回明記された内容に関わる領土問題について
の学習は、平成32年度の全面実施を待たずに、移行期間
である平成30年度より実施することとされ 5）、竹島など
の領土問題に関する学習の充実が、全国的にも一層求め
られている。ただ、島根県教育委員会が実施している竹
島に関する学習状況調査 6）によると、竹島に関する学
習を実施する上の課題として、次のような声が指導者か
ら寄せられている。1点目は、我が国と相手国の主張が
対立しており、歴史的、国際法上共に双方の主張がかみ
合っていない複雑な問題について、どのように子供たち
が認識できるようにするかということ、2点目は明確な
解決策が見つかっておらず、現在も解決に向けた取組が
進行中の問題に対して、子供たちがどのように解決に向
けた意欲をもてるようにするかということ、3点目は、
我が国の正当な立場で指導することにより、相手国に対
する排他的な感情が生じることが懸念されることなどで
ある。
　また、このような領土問題についての子供の認識形成
や態度形成に関わる課題に加え、我が国の正当な立場で

はじめに

　平成17年の「竹島の日を定める条例」の制定 1）をきっ
かけに、島根県においては竹島問題の解決に向けた様々
な取組が行われてきた。学校教育の面では、竹島問題に
ついて正しく知り、問題解決に向けた価値判断を行い、
解決に向けた意欲を高めることにつながるような児童生
徒用資料 2）が複数作成され、学校現場での授業に用い
られるようになった。筆者もその作成に関わった「領土
に関する教育ハンドブック」（島根県教育委員会　2014）3）

は、豊富な資料と指導事例を掲載し、北方領土問題等を
含めた領土に関する教育の充実と教員の指導力向上のた
めの指導者用資料として活用されている。このような島
根県の取組は、全国の指導主事を対象とした領土に関す
る教育の研修会 4）が島根県で毎年のように開催される
など、国の教育施策にも一定の影響を与えている。
　そのようななか、平成29年 3月に告示された次期学習
指導要領において、小学校学習指導要領、中学校学習指
導要領ともに竹島が我が国固有の領土であることが明記
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ABSTRACT
　本研究は、中学校社会科歴史的分野の現代史学習における竹島に関する学習の教授書を開発するために、①学習指
導要領における領土に関する教育の位置づけや竹島に関する教育の現状や課題を踏まえ、現代史学習において竹島に
関する学習の教授書開発を行うことの意義を見出すこと、②領土に関する教育についての先行研究を検討した上で、
竹島などの領土問題を扱う際の指導の方向性を見出すことを目的としている。
　①について、学習指導要領の内容構成から、中学校社会科歴史的分野における現代史学習での竹島に関する学習の
充実が必要である。ただ、島根県内の中学校を対象とした調査によると、現代史における竹島に関する学習については、
個別的知識を習得する学習に偏りがあり、概念的知識の獲得や問題の背景となる日韓交渉まで踏み込んだ学習はほと
んどされていない。この時代を扱った竹島に関する学習の実践研究も現状ではほとんどないことからも、現代史学習
での竹島に関する学習の教授書を開発することの意義は大きい。②について、島根県や学習指導要領が求める我が国
が正当に主張する立場で指導する方向性に対して、先行研究からは日本の主張を正当なものとして伝授するのではな
く、日本と韓国の主張を両論併記論の考え方で指導する方向を提唱している社会科教育研究者が多い。しかし、この
方向に基づいた実践研究を検討すると、両論併記論であることから日本が正当に主張する立場への認識や領土問題の
重大性への理解が不十分になるということや、平和的な解決に向けた国民としての視点が十分踏まえられていないと
いう課題がみられた。この課題を克服するため、指導の方向性を「我が国が正当に主張している立場を正しく認識し
たうえで、韓国の主張も取り上げて領土問題の背景について多面的・多角的に認識できるようにするとともに、韓国
との友好関係にも目を向けながら、平和的な解決に向けた韓国の人々との対話の可能性について粘り強く考えていけ
る子供を育てる指導」とし、今後の教授書開発を進めていく。
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検討し、指導の方向性を見出すこと、の 2点を主たる目
標とする。

Ⅰ．題材設定の理由〜現代史学習で竹島に関する学習の
教授書開発を行う意義〜

1．現代史学習における領土に関する教育の充実の必要性
　前述したように、竹島などの領土問題の学習について
は、認識形成と態度形成の両面に関わる課題があること
から、小学校から中学校にかけて、段階的・計画的に指
導していく必要がある。小学校から中学校にかけての竹
島に関する学習が学習指導要領にどのように位置付けら
れているかを、平成29年 6月に公表された『小学校学習
指導要領解説社会編』、『中学校学習指導要領解説社会編』
から整理したのが、次の表 1である9）。

指導することを求める学習指導要領の立場を絶対視しな
い立場から、国の主張をも問題の対象として捉え、子供
たちに公正な判断を保証していこうという方向で指導す
べきであるという研究もみられる7）。竹島などの領土問
題の指導の在り方についても、様々な考え方がある。
　本研究は、竹島に関する学習をめぐるこのような課題
を踏まえ、中学校社会科歴史的分野の現代史学習8）にお
いて、竹島に関する学習の教授書を開発することをめざ
し、①学習指導要領における領土に関する位置付けや、
アンケート調査に基づいた中学校社会科現代史学習にお
ける竹島に関する学習の現状や課題について考察するこ
とにより、現代史学習において竹島に関する学習の教授
書開発を行うことの意義を見出すこと、②これまでの島
根県の取組や領土に関する教育についての先行研究か
ら、竹島などの領土問題に関する学習の指導の在り方を

表 1 　学習指導要領に位置付けられた小中学校社会科における竹島に関する学習の内容構成

ただ、竹島に関する学習の充実という面からいうと、学
習指導要領解説社会編に基づくこの構成には、歴史的分
野の学習で扱うべき内容が公民的分野に位置付けられて
いるという点で課題があると考える。具体的には次のと
おりである。
　表 1にあるように、中学校社会科歴史的分野の竹島に

　義務教育段階における領土問題に関する学習は、表 1

のように、小学校の社会科の学習で我が国の領土問題に
触れ、中学校社会科の地理的分野と歴史的分野において
我が国の領土問題の現状や問題の歴史的背景を知り、公
民的分野で国家主権という概念に基づいて認識を深める
という内容構成に基づいて行われることが基本となる。
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が、歴史的分野で扱うべき内容が公民的分野に位置付け
られているという学習指導要領の構成上の課題を克服
し、段階的・計画的な指導が求められる竹島に関する学
習の改善・充実につながると考える。

2．現代史学習における竹島に関する学習の現状と課題
（1）調査の方法
　それでは、竹島問題の発生から現在に至る経緯や不法
占拠によって起こっている問題等について、サンフラン
シスコ平和条約前後の日韓関係の状況やその後の日韓交
渉の状況など、戦後に起こった歴史的事実と関連付けて
考えるような学習が、学校現場においてどの程度行われ
ているのだろうか。その現状と課題を把握するため、島
根県内の中学校を対象にアンケート調査を実施した。
　調査では、戦後の竹島に関する学習の項目、その背景
となる戦後の日韓関係に関する学習項目を作成して島根
県内の公立中学校98校に郵送し、平成29年度第 1学期に
おける学習の実施の有無を各中学校の担当教員に電子メ
ールで回答してもらう方法をとった。各学校における詳
細な学習状況を把握するのではなく、今後想定される学
習項目について、学校現場でどの程度行われているか、
その概要を把握することを目的とした。
　本調査の回答数等は以下の通りである。
　　郵送時期：2017年 5月
　　回答返送期間：2017年 7月～ 8月末
　　回答数：88校（回答率89.8％）

（2）調査項目の作成
　調査する学習項目の作成にあたっては、次の3点に留
意した。
①竹島問題の発生から現在に至る経緯等について、サン
フランシスコ平和条約前後の日韓関係の状況やその後
の日韓交渉の状況など、戦後に起こった歴史的事実と
関連付けて学習することを想定し、該当する学習範囲
から学習内容を検討し、項目を設定した。
②現行の教科書に記述してある事項に加え、教科書には
記述していないが教材会社が作成している歴史資料集
や島根県が作成した独自資料を活用して、中学校段階
において指導が可能であると思われる学習内容を検討
し、項目を設定した13）。
③今後の教授書開発のためには、知識の構造化による単
元計画の作成が必要になることから、学習によって獲
得される知識の質を、個別的知識、概念的知識、価値
的知識に分類して項目を作成した。なお、知識の質は、
これまでの島根県の中学校社会科で進められてきた研
究を踏まえ、次のア～ウに分類した14）。
ア．「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」とい
った問いにより、資（史）料を基に事実を考察する
ことによって獲得される個別的知識に関するもの。
イ．「なぜ、どうなるか」といった問いにより、社会
的事象の原因、結果、意味などを考えることにより
獲得させる概念的知識に関するもの。
ウ．「良いか・悪いか、望ましいか・望ましくないか、

関する学習について、解説に竹島が明記されているのは、
「領土の画定」についてのみであり、ここでは1905年に
竹島が国際法上正当な根拠に基づいて領土に編入された
ことを扱うこととなる。歴史的分野の解説には、竹島問
題の発生やその後の経緯を理解するための学習内容であ
る、1951年のサンフランシスコ平和条約前後の状況や、
その後の日韓関係などの現代史学習についてはほとんど
触れられていない10）。
　一方公民的分野では、地理的分野における「領域の範
囲や変化とその特色」、歴史的分野の「領土の画定」な
どの学習の成果をふまえて、領土問題の発生から現在に
至る経緯等の理解、漁業や海洋資源開発の制限、船舶の
拿捕、船員の抑留、日本人の死傷者など、不法占拠によ
って起こっている問題の理解など、戦後に起こった歴史
的事象を基に学習することとされている。学習指導要領
解説編では、これらの戦後の歴史的事象について、国家
主権という概念に関連付けて、公民的分野で扱うように
想定されている。
　しかし、同じように国家主権が侵害されている竹島問
題と北方領土問題であるが、その発生から現在に至るま
での経緯や、不法占拠によって起こっている問題の様相
は異なる面が多い。例えば、「船舶の拿捕、船員の抑留、
日本人の死傷者など」について、李承晩ラインの宣言後
に始まった日本漁船の大量拿捕は竹島周辺ではなく、済
州島周辺を中心とする東シナ海や黄海で多発している。
竹島を占拠した韓国人による海上保安庁巡視船への銃
撃・砲撃事件は1953年と1954年に起きているが、竹島周
辺での死傷者は出ていない11）。また、日韓国交正常化に
より李承晩ラインが消滅したことにより、拿捕や抑留な
どの問題は現在まで続く問題ではなくなった。一方、北
方領土周辺では、平成18年にも、ロシアによる日本漁船
への拿捕・銃撃事件が発生し、乗組員が死亡するなどの
事件が近年に至るまで発生している12）。これらの問題は、
内容的にも相手国に対しての反感が生じやすい事象であ
り、誤解が生じないように、竹島問題と北方領土問題を
きちんと区別し、歴史的分野の現代史学習において、歴
史的事象と関連付けながら丁寧に扱っていく必要があ
る。
　以上のことから、中学校学習指導要領解説社会編の公
民的分野に記載されている竹島問題、北方領土問題に関
する学習については、公民的分野の学習ではなく、歴史
的分野の現代史学習において、次のように行っていくこ
とが適当であると考える。
○（竹島問題）問題の発生から現在に至る経緯や不法占
拠によって起こっている問題等について、サンフラン
シスコ平和条約前後の日韓関係の状況やその後の日韓
交渉の状況など、戦後に起こった歴史的事実と関連付
けて考える学習。
○（北方領土問題）ロシアが北方領土領有の根拠として
いるカイロ宣言や終戦後のソ連の侵攻、日ソ国交回復、
現在の日ロ交渉などと関連付けて考える学習。
　現代史におけるこれらの学習を充実させていくこと

75大島　悟



識に関するもの、⑧⑨は概念的知識に関するものである。
また表 3は、現代史学習における日韓関係に関するの学
習項目であり、このうち、①～⑧は個別的知識に関する
もの、⑨⑩は概念的知識に関するもの、⑪は価値的知識
に関するものである。

なぜそう言えるのか、いかに～すべきか」といった
問いにより、社会的事象を評価し判断することによ
って獲得される価値的知識に関わるもの。

　このような点に留意して作成した調査項目が、次の表
2と表 3である。表 2は、現代史学習における竹島問題
に関する学習項目であり、このうち、①～⑦は個別的知

表 2 　現代史学習における竹島に関する学習項目

表 3 　現代史学習における日韓関係に関する学習項目
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　表 3の現代史学習における日韓関係に関する学習項目
の調査結果について、次の図 3は個別的知識の獲得に関
わる学習項目、図 4は、概念的知識及び価値的知識の獲
得に関わる学習の実施状況をまとめたものである。

（3）調査の結果
　表 2の現代史学習における竹島に関する学習項目の調
査結果について、次の図 1は個別的知識の獲得に関わる
学習項目、図 2は概念的知識の獲得に関わる学習の実施
状況（この項目について実施したと回答した学校の割合）
をまとめたものである。

図 1 　現代史学習における竹島に関する学習項目（個別的知識）について、実施したと回答した中学校の割合

図 3 　現代史学習における日韓関係に関する学習項目（個別的知識）について、実施したと回答した中学校の割合

図 2 　現代史学習における竹島に関する学習項目（概念的知識）について、実施したと回答した中学校の割合
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については、問題発生後の日韓交渉や日韓基本条約を
めぐる動きと関連付けて考えることは重要なポイント
の一つであるが、現状においてはそれが難しい。
　この背景として考えられるのは、現代史学習における
竹島問題やその背景となる日韓関係に関する歴史的分野
の教科書の記述が少ないことにある。現代史重視方針の
もとで改訂された現行学習指導要領においては、歴史
的分野の現代史学習について次のように記載されている
15）。
「内容（6）現代の日本と世界　
　イ　高度経済成長、国際社会とのかかわり、冷戦の終
結などを通して、我が国の経済や科学技術が急速に発展
して国民の生活が向上し、国際社会において我が国の役
割が大きくなってきたことを理解させる。
（内容の取り扱い）
　イについては、沖縄返還、日中国交正常化、石油危機
などの節目となる歴史的事象を取り扱うようにするこ
と。」
　結果として、現行の教科書においては日韓基本条約の
扱いは非常に小さく、日中国交回復や沖縄返還など、他
の事象と併せて学習するような構成となっている。
　次期学習指導要領においては、領土に関する教育充実
の方針のもとで、教科書の記載内容も変わると予想され
るが、前述したように領土問題の発生から現在に至る経
緯等の理解、漁業や海洋資源開発の制限などが公民的分
野で扱うように位置付けられていることから、日韓基本
条約や日韓交渉に関する歴史的分野の教科書の記述が大
幅に変化するとは考えにくい。竹島に関する学習と日韓
基本条約や日韓交渉と関連付けた学習が充実することに
ついては、教科書の記載状況からは、今後も課題が継続
すると思われる。
　また、平成28度から使用が開始された中学校歴史教科
書は、竹島などの領土問題に関する記述が大幅に増加し
たが、本調査の対象とした平成29年度の第 3学年は旧版
の教科書を使用しており、竹島問題についての記述は28

年度に使用が開始されたものより少ない。それでも、図
2にあるように③～⑤の学習項目の実施率は高く、竹島
の不法占拠に直接関する個別的知識についての学習は島
根県内の多くの中学校で実施されている。これは、島根
県の公立中学校においては、すべての中学校に『竹島学
習リーフレット「竹島～日本の領土であることを学ぶ」』
16）が配布され、授業で活用されているからであろう。

　これらの図から、現代史学習における竹島に関する学
習及びその背景となる戦後の日韓関係の学習について、
次のような現状がみられた。
○図 1より、韓国による竹島の不法占拠に直接的に関係
する③～⑤の学習項目の実施率は高いが、①、②の韓
国の不法占拠に至るまでのサンフランシスコ平和条約
前後の動き、⑥、⑦の韓国が不法占拠したあとの日韓
基本条約や日韓漁業交渉など、問題発生の前後につい
ての学習項目の実施率は低い。
○図 3より、日韓基本条約が1965年に締結されたという
事実に関する学習の実施率は高いが、⑥～⑧の条約締
結時の状況やその内容に関わる学習の実施率は低い。
○図 2、図 4より、それまでの学習で身につけた個別的
知識を連連づけて考察することによって得られる概念
的知識の獲得に関する学習の実施率は低い。
○図 4の③より、竹島問題が現在まで解決されないまま
になっている背景となる日韓基本条約について、それ
までの学習で身につけた個別的知識や概念的知識を活
用して価値判断する学習はほとんど行われていない。
　これらのことをまとめると、島根県の公立中学校にお
いては、現代史学習における竹島に関する学習及び日韓
関係の学習についての個別的知識の習得に関する学習に
は偏りがあり、概念的知識の獲得や竹島問題の背景とな
る日韓交渉まで踏み込んだ実践はほとんどされていない
という現状であることがわかった。

（3）現状の課題とその背景 

　この結果から、問題の発生から現在に至る経緯や不法
占拠によって起こっている問題等について、サンフラン
シスコ平和条約前後の日韓関係の状況やその後の日韓交
渉の状況など、戦後に起こった歴史的事実と関連付けて
考える学習を進めて行く上で、現状には次のような課題
がある。
○現代史における竹島に関する歴史的事象について、習
得すべき個別的知識が断片的で、つながっていなけれ
ば、竹島問題を多面的・多角的に考え、問題の背景や
意味についての概念的知識を獲得することが難しい。
現状では、個別的知識の獲得に偏りがあるため、概念
的知識の獲得が難しい状況である。概念的知識が獲得
できていなければ、平和的な解決に向けて、根拠に基
づいて考えることが難しくなる。
○日韓基本条約や日韓交渉に踏み込んだ学習はほとんど
されていない。竹島の問題の発生から現在に至る経緯

図 4 　現代史学習における日韓関係に関する学習項目（概念的知識及び価値的知識）について、実施したと回答した
中学校の場合
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定した上で学びのゴールを設定し、必要な個別的知識や
概念的知識の獲得に関する学習、価値的知識の獲得に関
する学習を単元指導計画に適切に位置づけ、教授書を開
発していく必要がある。本研究の過程で検討した学習項
目（表 2と表 3）を基に、単元全体知識の構造化を図っ
ていくことが、今後の教授書開発に向けた課題である。

Ⅱ．領土に関する学習の指導の方向性

1．島根県における取組
　次に、竹島問題などの領土問題を扱う際の指導の方向
性を見出すため、竹島の学習を全国に先がけて進めてき
た島根県の取組や領土問題についての実践研究について
の主な先行研究を取り上げて検討を進めていく。まずは、
全国に先がけて、竹島の学習の充実に取り組んできた島
根県における取組を概観する。
　島根県においては、身近な問題として竹島を取り上げ
た学習は行われていたが、竹島問題の教材化等の取組は
進んでいなかった17）。平成17年の「竹島の日を定める条
例」の制定をきっかけに、学校教育における竹島に関す
る学習の充実に向けての動きが本格的に始まった。
　その先陣をきったのは、竹島が属する島根県の隠岐の
島町である。隠岐の島町では、平成18年度にふるさと教
育副教材「ふるさと隠岐」18）を作成し、平成19年度から
隠岐の島町内の小中学校での使用を開始した。この資料
には、島根県に設置された竹島問題研究会の研究成果に
基づき、竹島と日本の関わりの歴史や領土問題の発生や
現状、領土問題解決に向けた取組などが掲載されており、
竹島問題についての認識を深めるための子供向けの本格
的な教材としては、全国で初めて作成されたものである。
また、李承晩ラインが宣言された後の昭和29年に竹島に
渡った地元の漁民の日誌や問題の解決を願う隠岐の漁民
の方の話などを取り入れ、竹島問題の解決に向けた意欲
を喚起するための工夫もされている。この資料は、その
後に島根県が作成する資料にも大きな影響を与えている。
　島根県においても、次の表 5にあげた児童生徒向けの
資料、教員向けの指導資料が作成・配付され、県内の小
中高等学校・特別支援学校での活用が始まった。

　それでは、このような資料を用いずに学習している島
根県以外の地域ではどのような状況だろうか。この調査
は、鳥取県の公立中学校にも実施し、11校から回答を得
た。表2にある「竹島に関する学習項目」の個別的知識
に関する①～⑦の実施率を比較したものが、次の表 4で
ある。

　表 4の結果から、鳥取県の中学校でこれらの学習が実
施されている割合は、島根県の中学校に比べて全体的に
低くなっている。鳥取県の中学校からの回答数が少ない
ので、厳密な比較はできないが、島根県以外の地域にお
いてはこれらの学習項目の実施率は低くなる傾向にある
と言ってよいだろう。島根県のように独自資料による学
習手段がない地域においては、島根県に比べ、現代史学習
における竹島に関する学習の課題は大きいと推測される。

3．現代史学習における竹島に関する学習の教授書開発
の意義
　以上、述べてきたことを整理すると次のようになる。
（現代史学習における領土に関する教育充実の必要性）
○竹島問題について、問題の発生から現在至る経緯や不
法占拠によって起こっている問題等について、サンフ
ランシスコ平和条約前後の日韓関係の状況やその後の
日韓交渉の状況など、戦後に起こった歴史的事実と関
連付けて考える学習を充実させていくことが、歴史的
分野で扱うべき内容が公民的分野に位置付けられてい
るという学習指導要領の構成上の課題を克服し、段階
的・計画的な指導が求められる竹島に関する学習の改
善・充実につながる。

（現代史学習における竹島に関する学習の現状と課題）
○島根県の公立中学校においては、現代史学習での竹島
に関する学習は個別的知識の習得に関する学習に偏り
があり、概念的知識の獲得や竹島問題の背景となる日
韓交渉まで踏み込んだ実践はほとんどされていない。
このことは、竹島問題を多面的・多角的に考えたり、
平和的な解決に向けて、根拠に基づいて考えたりする
上で、大きな課題である。
　このように、学習する上での必要性があり、なおかつ
現状に課題を抱えることから、現代史学習における竹島
に関する学習の教授書開発を行う意義は大きいと言え
る。
　また、中学校社会科歴史的分野現代史学習における竹
島に関する学習の実践研究は、管見の限り行われていな
いことも意義の一つである。
　今回のアンケート調査からみられた課題を踏まえ、竹
島などの領土に関する学習を行う際の指導の方向性を確

表 4 　現代史学習における竹島に関する学習（個別的知
識）の、島根県と鳥取県の実施率の比較

表 5 　島根県教育委員会が作成した竹島に関する学習資料
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指導の方向性は次のようにまとめることができる。
○我が国が主張している正当な立場に基づき、竹島が歴
史的にも国際法上も我が国固有の領土であることを子
供たちに理解させる指導。
○竹島問題が我が国の主権が侵されている重大な問題で
あることを認識した上で、平和的な解決に向けた意欲
や考えを子供たちが持てるようにする指導。
　この「我が国が主張している正当な立場に基づき」と
いう姿勢は、学習指導要領が求めている「領土問題にお
ける我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であるこ
と」に基づいて指導する方向性とも合致している。この
ことを言い換えると、竹島問題などの領土問題を扱う際
は、日本と相手国との主張を同じレベルで並列的で扱う
ような「両論併記論」の立場には立たないということを
意味している。

2．領土問題についての先行研究
（1）先行研究にみられる領土に関する教育の指導の方向性
　領土問題を社会科授業でどのように扱うべきかという
ことについては、島根県や国の方針に基づく指導の在り
方によらない、様々な研究がこれまで提案されている。
なかでも、草原、渡部らによる『“国境・国土・領土”
教育の論点・争点　過去に学び、世界に学び、未来を拓
く社会科授業の新提案』（2014）21）には、社会科教育学
研究の立場から「領土問題をどのように教えるか」「領
土問題を教えることにどのような教育的意味があるか」
「実際の授業づくりにはどのような選択肢があるか」等
について、これまでの実践や提案された教授書などに基
づいて様々な研究が紹介されている。ここで紹介されて
いる領土に関する教育の考え方について、編著者代表の
草原は、「国境・国土・領土」を教える際の留意点とし
て次の 4点を指摘している22）。
①「国境・国土・領土」を直接的に教えようとする場合、
それは「問題」として扱うこと。
②それを解決しがたい欠陥のある状態（problem）とし
てではなく、解決の見通しのある見解の相違（issue）
として示すこと。
③「国境・国土・領土」のこのような論争的な問題を教
室で教えるときは、「事実」の意味を組み替えた方が
よいこと。「どこが・どこまでが私たちの領土である」
――これを事実とするのではなく、「○○（政府、団
体、個人など）は、どこを・どこまでを領土と主張し
ている」――これを事実とみなす。誰かの主張や遂行
を「事実」として扱うことができれば、事実認識の幅
は広がり、その評価は子供に委ねることができ、結果
的に教師の緊張感も大いに軽減される。
④主権者たる国民・市民に求められるのは様々な主張と
その根拠を見極め、それらを比較・批評すできる批判
的思考力（どの主張が優位か、説得力があるか）と論
争の背景やそこに妥協や合意をもたらす方策について
の社会諸科学の概念を知っているということ。
　この留意点にあるように、この著作で一貫して大切に

　島根県教育委員会は、これらの資料を使った「竹島に
関する学習を通して目指す子供たちの姿」「子供たちに
身に付けさせたい竹島に関する知識等」を次のように示
している19）。
○竹島に関する学習を通して目指す子供たちの姿
・竹島が我が国固有の領土であることを知っている。
・竹島問題の解決を図ろうとする意欲をもっている。
・竹島問題を解決するための自分なりの考えをもって
いる。

○子供たちに身に付けさせたい竹島に関する知識等
・竹島の概略。
・歴史的事実に照らして、我が国固有の領土であるこ
と。

・国際法上、我が国固有の領土であること。
・現在、我が国の主権が侵害されていること。
・我が国や島根県が平和的解決に向けて取り組んでい
ること。

　また、平成27年 1月 6日付けで、島根県教育委員会が
各区市町村教育委員会委員長宛に出した文書には、以下
の 4点に留意し、竹島に関する学習の充実を図るように
依頼している20）。
①日本と韓国の真の友好関係を築くためには、竹島問題
の平和的な解決が必要であるとの立場に基づくこと。
②我が国が正当に主張している「竹島が歴史的事実に照
らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土
である」という立場に基づくこと。
③竹島に関する学習を教育課程に直接位置付けるととも
に、「竹島の日」にあわせた指導を行う等、竹島に関
する学習の機会の充実に努めること。
④国、島根県教育委員会が発行した資料・教材を積極的
に活用すること。
　以上のような取組から、島根県における竹島に関する
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　この学習は、世界各地の領土問題についての比較事例
を設けた上で、日本の領土問題を取り上げ、相手国の立
場も踏まえながら、領土問題の解決について考える学習
を提案したものである。
　この学習構想について、竹島問題についての認識形成
と態度形成の面からの特色は次のようになる。竹島問題
の認識形成については、外務省のホームページ資料を参
照するとともに、韓国側の主張も並列的に取り上げ、そ
の主張にも耳を傾けながら竹島問題について理解するこ
とが意図されている。また態度形成の面では、竹島問題
は領土問題の一事例の扱いに留まっており、竹島問題の
解決策を考えるところまでは想定されていない。
　 3つめの研究は、桑原らによって教授書開発研究とし
て行われた「現代の政策課題について考えさせる歴史授
業構成－小単元『竹島問題を考える』の教授書開発を通
して－」という教授書開発研究である25）。竹島問題の背
景について探究し、竹島問題について述べた新聞の社説
を批判的に検討し、今後の日韓関係のあり方についての
自分なりの意思決定を通して、戦後の日韓関係の歴史に
対する見方を形成することをねらいとした学習である。
以下は、桑原らの論文から、教授書の単元構成を抜粋し
たものである。

されているのは、学習指導要領や島根県進めている「我
が国が正当に主張している立場」にとらわれずに、我が
国の主張を相対化してとらえていこうという姿勢であ
る。
　このような姿勢を踏まえて取り組まれた研究のうち、
3つの研究を取り上げ、竹島などの領土に関する教育の
指導の方向性について検討する。
　 1つ目の研究は、草原らの著書に所収されている後藤
の研究である23）。後藤は、小学校社会科における領土問
題の授業づくりについての先行実践を概観しながら、そ
のタイプを事例解説・紹介型、判断正当型、判断保留型
の 3つに分類した。小学校では北方領土問題についての
実践を中心とした分析であるが、同じ領土問題である竹
島問題にも応用して考えることができるであろう。以下
の 3つのタイプは、後藤の論文から引用したものである。
①事例解説・紹介型の授業
　教科書の構成と記述をなぞりながら、日本の国土の
位置と範囲、全体像を概観させることをねらいとする。
北方領土や竹島問題はそのためのエピソードとしての
位置づけであり、踏み込んだ議論をしていくことは控
える。
②判断正当型の授業
　領土問題に対する明確な見方を獲得させ、その問題
解決に向けた判断を迫る授業。授業づくりのポイント
は、国境や国土の概念を獲得させた上で、日本の領土
であることを正しく認識できるようにすることであ
る。ただ領土問題に対する正しい見方を理解させよう
とする際に、領土問題が争点となる理由や背景の追究
が難しくなることや、排他的な感情論に議論が陥るこ
とが懸念されるなどの課題が指摘されている。
③判断保留型の授業
　領土問題それ自体の理解や解決よりも、その背後に
ある複雑に絡み合う相互の国の思惑や国際社会の諸関
係など、解決の難しさを教えることを重視する。また
判断を保留することによって、継続して問題に注目し
ていく必要性を訴えるタイプの授業である。領土問題
解決の難しさには、国際法上の問題に加え、歴史的な
問題など、さまざまな論点があり、それを系統的に学
習していくことについての課題も指摘されている。
　後藤は、これらのタイプごとの特質と課題を見極める
ことが、授業を開発・実践・改善していく上で重要であ
ると指摘している。この指摘を踏まえて考えると、これ
からの教授書開発については、ここで指摘された課題を
どのように克服していくかが大切であると考えられる。
　 2つ目の研究は、原田によって示された「領土問題　
世界史のなかで考える『領土問題』の授業を構想する」
の授業構想である24）。ここで構想されている単元全体の
流れについて、原田の論文から抜粋すると、次のように
なる。

表 6 　「領土問題　世界史のなかで考える『領土問題』
の授業を構想する」の学習の流れ（原田2010）

表 7 　小単元『竹島問題を考える』の学習の流れ（桑原ら
2007）
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ある。紙田は、草原による「国境・国土・領土」を教え
る際の留意点28）を踏まえ、島根県の竹島に関する学習に
ついての問題点として、次の 3点を指摘している29）。
①韓国側からすると、とうてい受け入れることのできな
い日本側の主張を正義とする「竹島学習」は、「解決
の見通しのある見解の相違」を示す授業とはなってい
ない。
②「竹島学習」で取り上げられる情報は、日本政府の見
解であるにも関わらず事実として扱われている。
③「竹島学習」においては、日韓の主張や根拠を十分に
分析・批判するものになっていない。そのため、妥協
や合意をもたらす方策についての概念を保障するもの
にはなっていない。
　紙田は、島根県が進めてきた竹島学習についてのこの
ような問題意識に基づき、小学校6年生を対象に次のよ
うな学習を構想し、実践した。

　この学習はパート 1において課題設定がなされ、パー
ト 2において竹島問題の背景について考察し、パート 3

において解決に向けた方策を考えるという構成になって
いる。学習のまとめの部分にあたるパート 3の（意思決
定）の学習における評価基準A（望ましい記述）の児童
の解決策には、次のような記述がみられる30）。
○「私は竹島問題について学習して、最初は韓国がつり
のルールを守らなかったり、日本の魚を根こそぎもっ
ていくから悪いと思ってたけど、日本も韓国に対して
植民地にして日本語をしゃべれといったり、自分の名
前も使うなと言っていたから、韓国も今となっては悪
いけど、日本も昔の歴史のなかでひどいことをしてき
たので、竹島が韓国にとって戦争のつめあとである、
というのはわかるような気がしました。（中略）日本
は謝るべきだし、韓国はつりのルールを日本と同じに

　竹島問題についての認識形成について、本単元で獲得
がめざされているのは「竹島の領有権をめぐる日韓の主
張の対立についての知識」と「20世紀の日韓関係に対す
る歴史的見方」である。知識だけでなく、20世紀の日韓
関係に対する歴史的見方を取り上げているところに特色
があり、日韓関係の現代史学習を進めていく上での重要
な視点であると考えられる。態度形成の面については、
解決策についての意思決定を行う場面が想定されてお
り、前述した原田の提案よりも一歩踏み込んだ形となっ
ている。ただ、その手法として、新聞各社の異なる主張
の比較検討をもとにして考えるという点で、竹島問題に
ついての日本政府の主張を直接的に考えるようには構成
されていない。
　原田、桑原らの研究事例は、後藤の分類で言えば「判
断保留型」の授業になろう。 2人の提案の特色は「竹島
は日本固有の領土であり、韓国が竹島を不法に占拠して
いる」という政府や学習指導要領の見解を伝授するとい
うこと、あるいは問題の解決に向けた態度形成をめざす
ことから一歩引き下がり、むしろ領土問題を相対化して
とらえようとしている点にある。日本国内にも日本の主
張を否定している研究者もいる現実の中で、国の主張を
一方的に教授するのではなく、国の主張をも問題の対象
として捉え、子供たちに公正な判断を保証していこうと
いう姿勢が大切にされている。
　このような領土問題の学習についての研究成果を踏ま
えて、桑原は領土問題の学習の在り方について「領土問
題の学習に関しては、特定の主張を押し付けるのではな
く子供に多様な見方考え方の育成を保障し、未来に向け
てどのように問題を解決していくかを判断させる授業が
求められている。」と述べている26） 。日本と韓国の主張
を同列に扱う「両論併記論」の考えが基盤になっており、
島根県や学習指導要領が求めている「我が国が正当に主
張している立場に基づく指導」からは、一歩距離を置い
た考え方であると言える。

（2）竹島に関する学習の実践研究の検討
　前述した桑原らの竹島に関する学習の事例は教授書開
発までに留まっており、実際に授業を行ってその結果を
考察するところまでは行われていないため、その成果や
課題を十分に検討するのが難しい。これについて、草原、
渡部らの研究成果を参考にしながら、実際に竹島に関す
る授業を行い、子供の考えを分析し、考察するところま
で行われた研究が紙田によって発表されており27）、次に
これを検討する。
　紙田の研究は、領土に関する島根県の竹島に関する学
習を批判的に検討し、子供たちの主体的な価値判断能力
の育成を目指し、第 6学年社会科における小単元「竹島
問題を考える」の授業を構想し、実践、考察したもので

表 8 　小単元「竹島問題を考える」の学習の流れ（紙田
2017）
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○領土問題が国民国家を前提とした政治的論争であるこ
とを踏まえ、解決のために意思決定の際に、「日本国
民」「韓国民」の枠組みにのみとらわれずに考えるこ
とが重視されている。一方で、日本国民としてどのよ
うに考えるのかは重視されていない。
　なお、紙田がこの発表の参考文献としてあげているの
は、内藤32）など、日本が竹島の領有権があることに批
判的な研究者の著作が中心であり、日本の竹島領有の正
当性を主張している研究者33）の著作は見受けられない。
1905年の日本への竹島編入の扱いをみると、この実践が
むしろ「韓国が主張している立場からの指導」にもみえ
るのは、本実践の教材研究の影響によるものであると考
えられる。
　この実践は、草原、渡部らの社会科教育研究者が提唱
してきた領土学習の研究の影響を受け、日本が竹島の領
有について正当に主張する立場を絶対視しない立場から
の指導の典型的な事例であると言える。
　
3．竹島に関する指導の方向性について

（1）紙田の実践研究の成果と課題
　以上のように、学習指導要領や島根県などが進めてき
た我が国が正当に主張する立場からの指導に対して、多
くの社会科教育研究者は、日本の主張を絶対視しない両
論併記論の立場を基本としている。論争問題を扱う際
に、特定の主張を押し付けるのではなく、問題を多面的
多角的に考察し、公正な判断を保証していこうという姿
勢は、社会科教育として大切にしなければならない姿勢
である。また、平和的な解決に向けて、国際社会に生き
る市民としての視点を重視にしている点も、国際社会の
問題を考える上では大切なことであろう。このような姿
勢に立つ紙田の実践は、社会科の授業としては大いに評
価されるべき実践であるとも言える。
　一方で、学習指導要領は我が国の教育課程の基準とし
て法的拘束力があり、行政の一定の指導の下、学校現場
においては、日本が正当に主張する立場から学習指導要
領の基づいた授業を行うことが求められている。学習指
導要領に先行して、領土に関する教育を推進してきた島
根県教育委員会の方向性も同じである。
　領土に関する教育のこのような状況のなかで、山口は、
島根県教育委員会が作成した「領土に関する教育ハンド
ブック」の書評のなかで、次のように述べている34）。
　「私は、我が国のかなりの社会科教育研究者、特に大
学関係者の領土教育論に対しては疑問をもっていた。一
番の疑問は、日本の主張を正しく取り上げていない点で
ある。自国の主張を主観的・感情的に取り上げるだけで
なく、相手国の主張も十分に取り上げ、領土問題を客観
的に冷静に理解するのが大事であるというような流れの
指導、つまり両論併記してどっちもどっちだというよう
な指導に陥っているような例が多い、その理由は、日本
の主張の正しさについての十分なる教材研究を行ってい
ないか、あるいは、本当にどっちの主張が正しいのか指
導者自身に判断能力がないからであろう。しかしそのよ

して仲良く（竹島を）使えたらいいなと思います。」
○「韓国は李承晩ラインをひいたけど、その前には韓国
は日本に領土をかってにとられ、日本のすきかってに
されたから韓国もすごくおこったと思いました。竹島
は魚がよくとれる場所です。そこで根こそぎとってい
く韓国はいけないと思いました。なので、日本と同じ
方法でやってほしいです。（中略）今日ゆずっていい
こと、ゆずれないことを考えてそれぞれ 1つはあるこ
とがわかり、それをもとにきまりを新しくつくって竹
島を仲良く使えばいいと思いました。けんかしたとき
などは人の意見をしっかりと聞き、解決することが大
切だということがわかりました。」
　この記述をみると、子供たちは、「1905年の編入の時
点で韓国政府は竹島を認識しておらず、日本は国際法
上正当に竹島を編入した。」という日本の主張ではなく、
韓国を併合する過程において日本が竹島の編入し、韓国
から奪ったとする韓国の主張に基づいてこの問題を認識
していると思われる。そして領土問題の解決について
は、漁業問題の解決についての意識が強いように感じら
れる。
　このような子供の記述を分析し、紙田は、研究の成果
として次の 2点をあげている31）。
①主体的な価値判断の育成をめざした小学校社会科授
業の実際について提案したこと。社会的事象や判断を
「事実」ではなく、ある立場からの　「解釈のひとつ」
ととらえ、その解釈の背後にある背景や結果を分析す
ることで、一方的な立場ではなく多様な立場から公正
に判断できることが実践の結果明らかになった。
②「国民国家」の一員ではなく、国際社会に生きる市
民として、論争を分析・吟味する視点を取り入れた領
土問題学習を提案した点。領土問題をはじめとする国
際紛争問題の解決は、「自国民にとってよりよい解決
をめざす」という視点ではなく、「自国民のみならず、
紛争に関わるすべての人々にとってよりよい解決をめ
ざす」ものでなければならない。自分たちの利益だけ
でなく、韓国民の納得をも考慮して解決策を考えると
いう態度を育成した点に意義がある。
　この小単元の学習の流れやその内容、子供の記述や研
究の成果として紙田によって述べられていることを踏ま
えて学習の全体像をみると、この実践には次のような特
色があると言える。
○「1905年の島根県の竹島編入は、日本の韓半島侵奪の
過程で行われたものであり、竹島はその最初の犠牲の
地」という韓国側の主張について、日本側の出張と並
列的に取り上げることが強く意識されており、「1905

年の編入の時点で韓国政府は竹島を認識しておらず、
日本は国際法上正当に竹島を編入した。」という日本
の主張についてはほとんど扱われていない。
○竹島問題について、日本と韓国の漁業に関するルール
や水産資源の問題が中心に扱われ、韓国が現在竹島を
不法に占拠しているという国家主権の侵害の問題につ
いてはほとんど扱われていない。
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　 1点目は、竹島に関して我が国が正当な立場で主張し
ている内容、すなわち竹島が日本固有の領土であるとい
う根拠について子供たちが認識できるようにすること
を、指導の方向性の基本とすることである。それは、韓
国の主張を取り上げないということと同義ではない。山
口は、「領土に関する教育ハンドブック」（島根県教育委
員会）の書評のなかで、前述したようにこれまでの社会
科教育研究者による両論併記論型の領土教育に疑問を呈
した上で、「本書では、相手国（韓国）の主張を資料に
基づいて十分に客観的に考察し、それが如何に事実的に
間違った非論理的なものであるのかを明らかにするとい
う学習方法がとられている。ここまで深く追求する指導
姿勢こそ領土教育の正しいあり方ではなかろうか。」と
述べている。このような姿勢に立てば、我が国が正当に
主張する立場に立ちながらも、日本の主張と反する韓国
の主張も踏まえ、領土問題の背景についての多面的・多
角的に認識を保証することにもなる。
　 2点目については、竹島問題などの領土問題は日本の
国家主権が侵害されている問題であり、隠岐の島などの
地元の人々を始め、多くの人々が何十年も前から一刻も
早い解決を願っている極めて重大な問題であるという基
本的な視点を明確にして指導するということである。戦
前から漁猟を行っていた竹島に近付くことさえできなく
なった隠岐の漁民たちや、ソ連の侵攻以来、ふるさとを
奪われた状態の北方領土元島民たちにとっては、人権が
侵害されている問題でもある。
　このような重大な問題であるからこそ、問題の解決に
向けて現在も多くの人々が活動している。島根県では、
竹島問題について学ぶ講座が一般市民にも公開されてお
り、竹島に関する学習の公開授業に地元の一般の方が参
加されることもめずらしくない。北方領土問題において
も、竹島問題以上に全国的な様々な活動が行われている。
このような状況を考えたとき、この問題は国家主権が侵
害されている重大な問題であること、だからこそ一刻も
早い解決を図っていかなければならないという立場に立
つことが、公教育の指導者としての基本的な姿勢である
と考える。
　 3点目については、国際法に基づいた平和的解決に向
けて、国民としての視点、市民や個人としての視点から
粘り強く考えけるような子供を育てるということであ
る。竹島問題の平和的な解決の意味について、高井は次
の 4点を挙げている35）。
○いわゆる「両論併記論」の考え方ではないこと。
　→韓国の主張を同列に扱わない。
○竹島問題は国際法に基づいて解決すること。
→今日の国際社会において武力行使による解決の選択
肢はない。日本は憲法の制約により竹島を武力で取り
返すことができない。国連加盟国である以上、紛争の
平和的解決は義務。（憲章第 2条第 3項）
○平和的解決には、島根県民が需要な役割を果たすこと。
→地元民がどのように島とかかわってきたのかが大
切。

うなことが真の理由とは考えにくい。教育観や国家観な
どの捉え方が背景としてあるように思われる。」
　山口は、社会科教育研究者の立場から、これまで社会
科教育者、特に大学の関係者の主張してきた両論併記論
の立場からの領土教育論に疑問を投げかけている。山口
が指摘している「日本の主張を正しく取り上げること」
「教育観や国家観の捉え方」などを踏まえて紙田の実践
を検討すると、次のような課題があると考えられる。
　1点目は、竹島の領有について我が国が正当に主張す
る立場について十分に指導されていないという点であ
る。竹島が我が国固有の領土であるという根拠の一つは、
1905年に我が国が竹島を国際法により正当に編入したと
いうことであり、このことについてきちんと認識できる
ようにすることは、それを正当なものとして指導するに
しても、韓国との主張と並列に扱うにしても必要である。
ただ並列的に扱うと、山口が指摘しているように、どっ
ちもどっちという指導に陥り、日本が正当に主張してい
る領有の根拠についての認識形成が十分になされないま
まになってしまうことが懸念される。
　 2点目は、竹島問題について、漁業や海洋資源の行使
ができないという経済的なデメリットを中心に扱い、国
家主権が侵害されていることについて十分に指導されて
いないことである。紙田の実践は対象が 6年生であるの
で、国家主権という概念にまで踏み込めなかったかもし
れないが、国家主権が侵害されていることの重大性につ
いては、小学校から中学校にかけて段階的に指導してい
く必要がある。子供の記述にある漁業のルールを統一す
るということは、領土問題の一つの要素ではあるが、そ
のことをもって領土問題の根本的な解決にはつながらな
い。
　 3点目は、解決に向けて考える際に、国民国家の枠組
みを超えて考えることが重視され、国民国家の枠組みの
なかで、日本国民としてどう考えるべきかという視点に
ついては十分踏まえられていない点である。国家及び社
会の形成者を育てる公教育において、国家の枠組みを超
えた市民や個人からの視点だけでなく、国民国家の枠組
みの中で、日本国民としてどう考えるかという「国民」
としての視点も同様にもっていなければならない。その
視点をもっていないと、国民国家で形成されている現実
の世界の中では単なる理想論になりかねない。「新しい
ルールをつくって、竹島を仲良く使う」ということは、
子供の発想としてよく出てくる意見の一つであるが、そ
れもまた現実的ではなく、領土問題の根本的な解決にも
つながらない。

（2）課題に対する今後の指導の方向性
　これまでみてきたような我が国の主張を相対的に捉え
て指導する立場からの実践研究の課題や、社会科教育研
究者による領土教育論に疑問を呈した山口の指摘を踏ま
えると、今後の現代史学習における竹島に関する学習の
教授書開発に向けた指導の方向性として、次の3点に留
意する必要があると考える。
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及び考察を通して、さらに検討を続けていきたい。
註
1）正式名は「竹島の日を定める条例」。平成17（2005）
年 3月16日に島根県議会において可決され、同年3

月25日に島根県条例第36号として公布された。条例
は以下の3条からなる。

　（趣旨）
第 1条　県民、市町村及び県が一体となって、竹島の

領有権の早期確立を目指した運動を推進し、
竹島問題についての国民世論の啓発を図るた
め、竹島の日を定める。

　（竹島の日）
第 2条　竹島の日は、2月22日とする。

　（県の責務）
第 3条　県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推

進するため、必要な施策を講ずるよう勤める
ものとする。

　　　附則　この条例は、公布の日から施行する。
2）以下の資料が作成された。
・『竹島学習副教材DVD』（平成21年 5月）
・『竹島学習リーフレット「竹島～日本の領土である
ことを学ぶ」』（平成24年2月）

・『ふるさと読本「もっと知りたいしまねの歴史」』
（平成24年11月）

　　資料の概要については、本稿p.8に記載。
3）第 3期竹島問題研究会の佐々木茂副座長の監修によ
り作成された。資料の概要については、本稿p.4に
記載。

4）平成25年 2月、内閣官房に領土・主権対策企画調整
室が設置され、平成26年度から領土・主権対策企画
調整室が主催する「領土・主権に関する教員等セミ
ナー」が全国の指導主事等を対象に毎年開催されて
いる。島根県では、本セミナーの第 1回目から第 3

回目の開催地として、全国の指導主事等を対象に、
竹島問題や竹島に関する学習についての研修が行わ
れた。

5）文部科学省告示第94号　「平成30年 4月 1日から平
成33年 3月31日までの間における中学校学習指導要
領の特例を定める件」（2017年 7月 7日）。

6）県教育委員会では、平成21年度以降、県内の小中学
校、高等学校、特別支援学校を対象に「竹島に関す
る学習状況調査」を実施している。

7）草原・渡部らの次の編著書には、このような立場か
らの研究成果が紹介されている。
草原和博、渡部竜也『“国境・国土・領土“教育の
論点争点　過去に学び、世界に学び、未来を拓く社
会科授業の新提案』明治図書、2014年.

8）『中学校学習指導要領』（2017年 3月31日告示）にお
ける位置付けは以下の通りである。
中学校学習指導要領第 2章各教科第 2節社会
第 2各分野の目標及び内容〔歴史的分野〕 2内容

　　　C近現代の日本と世界　（2）現代の日本と世界 

○竹島問題の解決には時間がかかると覚悟すること。
　→領土問題の解決には100年、200年かかることもある。
　高井はこの4点について指摘したうえで、問題への対
処として、友好関係を維持しながら、常にゆるがないで
主張し続けることが大切であると述べている。平和的な
解決に向けて、国民としての視点や島根県民の視点に立
って考える際には、髙井の指摘にあるように、韓国との
友好関係にもしっかりと目を向けながら、我が国の主張
に基づいて考えることができるようにすることが大切で
ある。
　一方で、紙田の実践にあるように、「国民国家」の枠
組みを超えた「市民」や「個人」の視点から平和的解決
に向けて考えていくことも大切である。ただ、市民の
視点から国家間の問題を考えると、現実の世界と乖離
し、実現不可能な理想論に陥りやすい面もある。「市民」
や「個人」の視点で考えるならば、国家間の問題として
だけではなく、同じ「市民」や「個人」の立場である若
者同士、子供同士の対話の可能性に目を向けることが大
切であると考える。近年、金の研究のように、日韓の子
供同士の対話に着目したすぐれた研究36）も発表されて
いる。日韓の子供たち同士で、若者たち同士でどのよう
な対話をしていけばよいのか、日本の子供たちが韓国の
子供たちにどのように話をしていけばよいのかというこ
とを意識して指導していくことが大切ではないかと考え
る。
　以上の 3つの留意点を踏まえ、本研究においてめざす
竹島に関する学習の指導の方向性を、「我が国が正当に
主張している立場を正しく認識したうえで、韓国の主張
も取り上げて領土問題の背景について多面的・多角的に
認識できるようにするとともに、韓国との友好関係にも
目を向けながら、平和的な解決に向けた韓国の人々との
対話の可能性について粘り強く考えていける子供を育て
る指導。」とし、今後の実践研究を進めていくこととす
る。

おわりに

　中学校社会科歴史的分野の現代史学習における竹島に
関する学習の教授書開発をめざし、2つの目的に向けて
研究に取り組んだ。その結果として、中学校社会科現代
史学習の必要性や現状の課題から、現代史学習での竹島
に関する学習の教授書開発を行う意義を見出すことがで
きた。また、先行研究の課題を検討した上で、竹島など
の領土問題を扱う際の指導の方向性を見出すことができ
た。
　今後、本研究で見出した指導の方向性に基づき、研究
の過程で検討した現代史学習における竹島に関する学習
項目、その背景となる戦後日韓関係についての学習項目
をもとに単元全体の知識の構造化を図り、具体的な実践
を視野に入れた現代史学習の教授書を開発していくこと
になる。本研究で見出した指導の方向性が適切なもので
あるかどうかについては、開発した教授書に基づく実践
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題」島根県総務部総務課主催　第3回竹島問題を学
ぶ講座講義資料、2008年 8月　
　この講義で常角は、「竹島については、日本国島
根県五箇村の領土として扱うも、教材の掘り起こし
と教材化は進めてこず、各人に任されていた」と述
べている。

18）平成18年度版の内容構成は以下の通り。
　　　第 1章　隠岐の地誌
　　　　　（この一節に「隠岐と竹島・鬱陵島」を記載）
　　　第 2章　隠岐の自然
　　　第 3章　隠岐の歴史
　　　第 4章

　平成25年度に改訂版が出され、竹島については新
しい章を起こし、内容の充実が図られた。平成25年
度版の内容構成は以下の通り。

　　　第 1章　隠岐の地誌
　　　第 2章　隠岐の歴史
　　　第 3章　わたしたちの竹島
　　　第 4章　隠岐の自然
　　　第 5章　隠岐の伝統文化
　　　第 6章　隠岐世界ジオパークの魅力
19）島根県教育委員会『領土に関する教育ハンドブック』

2015年 3月、pp.21.

20）同上、pp.21.

21）本著については註7を参照。
22）草原・渡部前掲書、pp.19.

23）草原・渡部前掲書、pp.132－139.

24）原田智仁「領土問題　世界史のなかで考える『領土
問題』の授業を構想する」『教育科学社会科研究』
611、明治図書、2010年、pp.112－115.

25）桑原敏典・高橋俊・藤原聖司・山中誠史「現代の政
策課題について考えさせる歴史授業構成－小単元
『竹島問題を考える』の教授書開発を通して－」『岡
山大学教育学部研究集録』第135号、2007年、pp.37

－50.

26）桑原敏典・横川和成・井上昌善「政策選択学習の原
理に基づく領土問題の単元開発－中学校社会科小単
元『領土問題から日本の外交を考える』の開発を
通して－」『岡山大学大学院教育学研究科研究集録』
第158号、2015年、pp.71－79.

27）紙田路子「主体的な価値判断能力の育成を目指す社
会科授業の授業設計－第6学年単元『竹島問題を考
える』を事例として－」第66回全国社会科教育学会
研究大会発表資料、2017年.

28）註22）参照。
29）紙田前掲発表資料、p.3.

30）紙田前掲発表資料、p.21.

31）紙田前掲発表資料、p.23.

32）内藤正中は、竹島が日本の固有の領土であるという
政府見解を批判する立場から多くの著作を著してい
る。紙田が参考文献としてあげている内藤の著作は
次のとおり。

　　なお、『中学校学習指導要領解説社会編』（2017年 6

月）では、この中項目について「この中項目では、
第二次世界大戦後から20世紀末ごろまでの歴史を扱
い、我が国の現代の特色を、世界の動きとの関連を
踏まえて課題を追究したり解決したりする活動を通
して学習することをねらいとしている。」としてい
る。

9）文部科学省　『小学校学習指導要領解説社会編』
2017年6月、pp.77.

文部科学省　『中学校学習指導要領解説社会編』
2017年 6月、pp.40－41、pp.106－107、pp.151－152.

10） 文部科学省　『中学校学習指導要領解説社会編』2017

年 6月、pp.114.

11）第 3期竹島問題研究会『竹島問題100問100答』ワッ
ク株式会社、2014年 2月、pp.74.

12）外務省報道発表　「北方四島周辺水域における日本
漁船の銃撃・拿捕事件」2006年 8月16日より
　日本漁船第31吉進丸が、歯舞群島に属する貝殻島
付近においてロシア側警備艇の銃撃を受けて拿捕さ
れ、乗組員 1名が死亡した。

13）学習内容の検討と調査項目の作成については、以下
を参照した。
・帝国書院教科書『社会科　中学生の歴史』2015年.

・東京書籍教科書『新編新しい社会　歴史』2015年.

・新学社『歴史資料集』2017年.

・文部科学省『中学校学習指導要領解説　社会編』日
本文教出版、2008年.

・吉澤文寿『日韓会談1965　戦後日韓関係の原点を検
証する』高文研、2015年.

・島根県教育委員会『領土に関する教育ハンドブック』
2015年.

・島根県/島根県教育委員会/竹島・北方領土返還要求
運動島根県民会議『竹島学習リーフレット　竹島～
日本の領土であることを学ぶ～』2016年.

14）知識の分類については、以下の資料に基づいた。
・島根県社会科教育研究会中学校部「未来を拓く社会
科学習～深い学びを実現する思考力・判断力の育成
～」『第50回記念大会全国中学校社会科教育研究大
会大会紀要』pp.14－20、2017年.

・加藤寿朗・梅津正美「中学生の社会的思考力・判断
力の発達に関する縦断的調査研究－歴史的分野の調
査を中心として」日本教科教育学会編『日本教科教
育学会誌』第38巻第3号、2015年、pp.35－47.

・同上　「中学生の社会的思考力・判断力の発達に関
する横断的調査研究―歴史的分野の調査を中心とし
て－」全国社会科教育学会編『社会科教育論叢』第
49集、2015年、pp.75－84.

15）文部科学省　『中学校学習指導要領解説社会編』2008年、
pp.87－88.

16）註 2を参照のこと。資料の概要については本稿p.8に
記載。

17）常角　敏　「小・中学生にこう教えています竹島問
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（11）山口幸男「島根県教育委員会　『領土に関する教育
ハンドブック』書評」、『群馬社会科教育研究』第6

号、2018、pp.45－46.

　内藤正中・金　柄烈『史的検証―竹島・独島』岩
波書店、2007年.

　内藤正中・朴　炳渉『竹島=独島論争―歴史資料
から考える』新幹社、2007年.

33）下條正男（拓殖大学）、塚本孝（東海大学）、中野徹
也（関西大学）、藤井賢二（日本安全保障戦略研究
所）らは、竹島が日本の固有の領土である根拠につ
いて多くの著作や論文を著している。

34）山口幸男　「島根県教育委員会『領土に関する教育
ハンドブック』書評」、『群馬社会科教育研究』第 6

号、2018、pp.45－46.

35）髙井　晉　「竹島問題の平和的解決に向けて」島根
県総務部総務課主催　第3回竹島問題を学ぶ講座講
義資料、2017年 9月.

36）金　鍾成「『対話型』国際理解教育への試み－日韓
の子どもを主体とした『よりよい教科書づくり』実
践を事例に－」全国社会科教育学会『社会科研究』
第84号、2016年、pp.49－60.

【引用文献】
（1）紙田路子「主体的な価値判断能力の育成を目指す社

会科授業の授業設計－第6学年単元『竹島問題を考
える』を事例として－」第66回全国社会科教育学会
研究大会発表資料、2017年. 

（2） 草原和博、渡部竜也『“国境・国土・領土“教育の
論点争点　過去に学び、世界に学び、未来を拓く
社会科授業の新提案』明治図書、2014年、pp.19、
pp.132－139.

（3）桑原敏典・高橋俊・藤原聖司・山中誠史「現代の政
策課題について考えさせる歴史授業構成－小単元
『竹島問題を考える』の教授書開発を通して－」『岡
山大学教育学部研究集録』第135号、2007年、pp.37

－50.

（4）桑原敏典・横川和成・井上昌善「政策選択学習の原
理に基づく領土問題の単元開発－中学校社会科小単
元『領土問題から日本の外交を考える』の開発を
通して－」『岡山大学大学院教育学研究科研究集録』
第158号、2015年、pp.71－79.

（5） 島根県教育委員会『領土に関する教育ハンドブック』
2015年、pp.21.

（6）髙井　晉　「竹島問題の平和的解決に向けて」島根
県総務部総務課主催　第3回竹島問題を学ぶ講座講
義資料、2017年9月. 

（7）原田智仁「領土問題　世界史のなかで考える『領土
問題』の授業を構想する」『教育科学社会科研究』
611、明治図書、2010年、pp.112－115.

（8）文部科学省　『小学校学習指導要領解説社会編』
2017年、pp.77.

（9）文部科学省　『中学校学習指導要領解説社会編』
2008年、pp.87－88.

（10）文部科学省　『中学校学習指導要領解説社会編』
2017年、pp.40－41、pp.106－107、pp.151－152.
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